
日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
協

定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
省
令
案
参
照
条
文

○

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
協
定
の
実

施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
請
求
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
）

第
十
五
条

特
殊
海
事
損
害
を
被
っ
た
日
本
国
民
又
は
日
本
国
法
人
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
締
約
国
に
対
し
て
行
う
賠
償
の
請
求
の

あ
っ
せ
ん
を
防
衛
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
請
求
の
あ
っ
せ
ん
）

第
十
六
条

防
衛
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
請
求
の
あ
っ
せ
ん
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
請
求

の
理
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
訴
訟
の
援
助
）

第
十
七
条

政
府
は
、
前
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
当
該
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
し
た
者
に
係
る
請
求
が
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
締
約
国
の
裁
判
所

に
当
該
請
求
に
係
る
訴
訟
を
提
起
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
訴
訟
に
関
す
る
費
用
の
立
替
え
そ
の
他
当
該
訴
訟
に
つ
い
て
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
立
替
金
に
は
、
利
息
を
付
さ
な
い
。

○

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
協
定
の
実

施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
七
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
訴
訟
の
援
助
の
申
請
等
）

第
二
条

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訴
訟
（
以
下
「
訴
訟
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
（
以
下
「
訴
訟
の
援
助
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
防
衛
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
従
い
、
訴
訟
の
援
助
を
行
う
。

（
訴
訟
の
援
助
の
範
囲
）

第
三
条

訴
訟
の
援
助
の
う
ち
、
訴
訟
に
関
す
る
費
用
の
立
替
え
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
防
衛
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
限
度
に
お
い
て
行
う
。

一

裁
判
所
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
そ
の
他
の
費
用

二

弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
に
支
払
う
べ
き
報
酬
そ
の
他
の
費
用



三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
訴
訟
に
関
し
必
要
な
費
用

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
立
替
え
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

訴
訟
の
援
助
の
う
ち
、
訴
訟
に
関
す
る
費
用
の
立
替
え
以
外
の
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

一

立
証
資
料
そ
の
他
の
関
係
資
料
で
防
衛
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の
を
収
集
し
、
又
は
整
備
す
る
こ
と
。

二

弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
を
紹
介
し
、
又
は
あ
っ
せ
ん
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
訴
訟
に
関
し
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
等
の
申
請
等
）

第
五
条

法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
又
は
立
替
金
の
償
還
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
防
衛
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
に
従
い
、
法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
又
は
立

替
金
の
償
還
の
免
除
を
行
う
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
三
号
の
規
定
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協

力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
～
４

（
略
）

○

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
協
定
の
実

施
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施

に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
と
す
る
。

〇

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
延
納
利
息
の
率
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
す
る
延
納
利
息
の
率
は
、
財
務
大
臣
が
一
般
金
融
市
場
に
お
け
る
金
利
を
勘
案
し
て
定
め
る
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

財
務
大
臣
の
定
め
る
率
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
事
情
を
参
酌
す
れ
ば
不
当
に
又
は
著
し
く
負
担
の
増
加
を
も
た
ら
す
こ
と
と

な
り
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
財
務
大
臣
の
定
め
る
率
を
下
回
る
率
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

（
略
）

（
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
た
場
合
に
加
算
し
て
納
付
さ
せ
る
金
額
）

第
三
十
七
条

法
第
三
十
六
条
第
十
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
契
約
の
定
に
よ
り
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
た
貸
付
金
の
貸
付
の
日
の

翌
日
か
ら
履
行
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
当
該
貸
付
金
の
額
（
債
務
者
が
そ
の
一
部
を
履
行
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
履
行
の
日
の
翌
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額

か
ら
既
に
履
行
し
た
額
を
控
除
し
た
額
）
に
対
し
、
財
務
大
臣
が
一
般
金
融
市
場
に
お
け
る
金
利
を
勘
案
し
て
定
め
る
率
か
ら
当
該
貸
付
金
の
利
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た

金
額
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

〇

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
中
小
漁
業
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

漁
業
を
営
む
個
人
及
び
漁
業
に
従
事
す
る
個
人

二

漁
業
を
営
む
法
人
（
水
産
業
協
同
組
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
三
百
人
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
使
用
す
る
漁
船
（
漁
船
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
船
を
い
う
。
）
の
合
計
総
ト
ン
数
が
三
千
ト
ン
以
下
で
あ
る
も
の

三

水
産
加
工
業
を
営
む
個
人

四

水
産
加
工
業
を
営
む
法
人
（
水
産
業
協
同
組
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
三
百
人
以
下
で
あ
る
も
の
又
は
そ
の
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資

の
総
額
が
一
億
円
以
下
で
あ
る
も
の

五

水
産
業
協
同
組
合
（
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以

下
「
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
事
業
を
行
う
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
信
用
水
産
加

工
業
協
同
組
合
連
合
会
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

六

第
二
号
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
前
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
地
方
公
共
団
体
が
主
た
る
構
成
員
若
し
く
は
出
資
者
と
な
つ
て
い
る
団
体
又
は
基
本
財
産
の
額
の
過
半

を
拠
出
し
て
い
る
法
人
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の

２
・
３

（
略
）

〇

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
中
小
企
業
者
の
定
義
）

第
五
条

こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
「
中
小
企
業
者
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。



一

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
製
造
業
、
建
設
業
、
運
輸
業
そ
の

他
の
業
種
（
次
号
か
ら
第
二
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る
業
種
及
び
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

二

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
卸
売
業
（
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る

業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

二
の
二

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
サ
ー
ビ
ス
業
（
第
三
号
の
政

令
で
定
め
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

二
の
三

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
十
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
小
売
業
（
次
号
の
政
令
で

定
め
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

三

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
そ
の
業
種
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
そ
の
業
種
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
数
以
下
の
会

社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の


